
 

 

 
 

 

 
拡
大
統
一
行
動 

ま
ち
な
か
で
民
商
を
ア
ピ
ー
ル 

3
月
7
日
に
拡
大
統
一
行
動
と
し

て
役
員
・
事
務
局
9
名
で
宣
伝
活
動
を

行
い
ま
し
た
。
こ
の
日
は
2
組
に
分
か

れ
て
音
声
の
宣
伝
を
中
心
に
し
な
が
ら

ス
ー
パ
ー
前
な
ど
で
通
行
人
に
ビ
ラ
を

配
布
し
ま
し
た
。
宣
伝
カ
ー
で
移
動
し

な
が
ら
宣
伝
し
た
組
は
、
イ
ズ
ミ
ヤ
千

里
丘
店
や
関
西
ス
ー
パ
ー
佐
井
寺
店
な

ど
ス
ー
パ
ー
4
か
所
で
宣
伝
用
の
ポ
ケ

ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
配
布
を
行
い
ま
し

た
。
「
こ
ん
に
ち
は
、
民
商
で
す
」
と
声

を
か
け
な
が
ら
手
渡
し
て
い
ま
し
た
が
、

「
昔
、
民
商
に
入
っ
て
い
て
お
世
話
に

な
っ
て
い
ま
し
た
」「
去
年
開
業
し
た
の

で
相
談
に
行
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
対
話
に
も
な
り
ま
し
た
。
も

う
一
組
は
民
商
の
事
務
所
か
ら
マ
イ
ク
で
宣
伝
カ
ー
用
の
音
声
を
流

し
ビ
ラ
を
配
り
な
が
ら
歩
い
て
宣
伝
を
行
い
、
イ
オ
ン
吹
田
店
前
と

新
し
く
で
き
た
業
務
ス
ー
パ
ー
内
本
町
店
前
で
ビ
ラ
配
布
も
行
い
ま

し
た
。
こ
ち
ら
で
は
「
年
金
を
受
け
取
り
な
が
ら
パ
ー
ト
に
行
っ
て

い
ま
す
が
確
定
申
告
は
必
要
で
し
ょ
う
か
」
と
高
齢
者
の
方
か
ら
相

談
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
参
加
し
た
役
員
と
事
務
局
で
「
ス

ー
パ
ー
前
の
ビ
ラ
配
り
で
も
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
」

「
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
は
よ
く
受
け
取
っ
て
く
れ
る
け
れ
ど
ビ
ラ

も
持
っ
て
い
け
ば
よ
か
っ
た
」
な
ど
話
し
合
い
ま
し
た
。 

 

伝
言
板 

無
料
法
律
相
談
（
要
予
約
） 

3
月
18
日
（
木
）
13
時
00
分 

吹
田
民
商
会
館 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
に
よ
る
無
料
出
張
相
談
で
す
。 

 

営
業
時
間
短
縮
協
力
金 

第
2
期
分 

申
請
会 

3
月
22
日
（
月
）
14
時
00
分 

民
商
会
館 

3
月
25
日
（
木
）
14
時
00
分 

民
商
会
館 

 

営
業
時
間
短
縮
協
力
金 

第
2
期
分 

対
象
期
間
2
月
8
日
（
月
）
～
2
月
28
日
（
日
） 

支
給
額 

1
店
舗
金
額
１
２
６
万
円 

申
請
期
間
4
月
19
日
（
月
）
ま
で 

申
請
書
が
必
要
な
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
な
お
必
要
書
類
は
前

回
と
同
じ
で
す
が
、
第
1
期
の
申
込
番
号
が
分
か
る
場
合
は
一
部
書

類
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

大
阪
府
営
業
時
間
短
縮
協
力
金
の
第
1
期
分
の
申
込

期
限
は
3
月
22
日
（
月
）
ま
で
で
す
。（
レ
タ
ー
パ
ッ

ク
に
よ
る
郵
送
の
場
合
は
期
限
内
の
消
印
有
効
）
ご
注

意
く
だ
さ
い
。 

建
設
業
の
一
人
親
方
の
み
な
さ
ん
へ 

労
災
保
険
の
特
別
加
入
を
活
用
し
ま
し
ょ
う 

民
商
で
建
設
業
一
人
親
方
労
災
保
険
の
特

別
加
入
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。
建
設
業
で

は
近
年
、
国
土
交
通
省
の
指
導
に
よ
り
親
会

社
か
ら
労
災
保
険
の
加
入
を
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
特
別
加
入

し
て
い
れ
ば
、
労
災
保
険
か
ら
治
療
費
や
休

業
給
付
の
保
障
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
万
が
一

の
事
故
の
際
に
補
償
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
加

入
を
積
極
的
に
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

加
入
要
件 

労
働
者
を
常
時
使
用
（
年
間
100
日
以
上
）
し
て
い
な
い
こ
と 

（
粉
じ
ん
作
業
、
振
動
工
具
作
業
、
鉛
、
有
機
溶
剤
な
ど
を
伴
う
業

務
に
一
定
期
間
〈
3
年
か
ら
6
か
月
〉
従
事
し
て
い
た
場
合
は
加

入
前
に
健
康
診
断
が
必
要
に
な
り
ま
す
） 

 

保
険
料 

申
告
し
た
基
礎
日
額
に
1
年
の
365
日
を
乗
じ
て
、
さ
ら
に
保
険

料
率
（
1.8
％
）
を
乗
じ
て
計
算
し
ま
す
。
ま
た
年
度
の
途
中
で
加
入

し
た
場
合
は
そ
の
月
数
で
按
分
し
ま
す
。
ま
た
申
告
す
る
基
礎
日
額

に
よ
っ
て
休
業
給
付
や
障
害
給
付
、
遺
族
給
付
な
ど
の
支
給
額
が
変

わ
り
ま
す
。 

基
礎
日
額
8
千
円
の
場
合 

8
千
円×

365
日×

1.8
％
＝

52560
円 

給
付
内
容 

療
養
（
保
障
）
給
付 

無
料
で
治
療
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
治
療

に
要
し
た
費
用
が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

休
業
（
保
障
）
給
付 

治
療
の
た
め
労
働
で
き
な
い
日
が
4
日
以
上

と
な
っ
た
場
合
に
、
休
業
特
別
支
給
金
と
合
算
で
、
基
礎
日
額
の
約

8
割
が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

そ
の
他
に
障
害
（
保
障
）
給
付
、
遺
族
（
保
障
）
給
付
、
介
護
（
保

障
）
給
付
、
葬
祭
料
・
葬
祭
給
付
が
あ
り
ま
す
。 

 

事
務
組
合
費 

民
商
会
費
と
は
別
に
年
間
5
千
円
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

 

従
業
員
を
雇
用
し
て
い
れ
ば
労
働
保
険
の
加
入
を 

労
働
保
険
は
労
働
者
を
対
象
に
し
た
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
を
総

称
し
た
言
葉
で
す
。
保
険
給
付
は
別
個
で
行
わ
れ
ま
す
が
、
保
険
料

の
取
扱
い
は
一
体
で
行
い
ま
す
。
従
業
員
を
雇
用
し
て
い
れ
ば
加
入

は
義
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
短
時
間
の
パ
ー
ト
や
学
生
の
ア
ル
バ
イ

ト
だ
け
」「
労
災
な
ん
て
滅
多
に
起
き
な
い
仕
事
」
で
も
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

中
小
事
業
者
の
労
働
保
険
も
相
談
は
民
商
に 

民
商
で
は
労
働
保
険
事
務
組
合
を
運
営
し
、
会
員
の
労
働
保
険
事

務
の
委
託
を
受
け
て
い
ま
す
。
ま
た
事
業
主
本
人
の
労
災
保
険
の
特

別
加
入
も
で
き
ま
す
。
労
働
保
険
は
民
商
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 


